
あなたもシルバーに入会して、
　　　　　　お仕事を始めてみませんか！！
あなたもシルバーに入会して、
　　　　　　お仕事を始めてみませんか！！
月曜～金曜（祝日を除く）、
9：00～15：00、入会説明会を
実施しています。

まずはお電話を！！ 

60歳以上で働く意欲の
ある方であれば

どなたでも加入できます。

60歳以上で働く意欲の
ある方であれば

どなたでも加入できます。

〒038‒3133　つがる市木造末広42番地3
公益社団法人 つがる市シルバー人材センター　TEL0173‒42‒1200　

有　料　広　告

　市では、生ごみ減量化を促進するため、生ごみ処理機器を購入する方に対し、購入費の一部を助成します。

◀助成対象者（①～④の全てを満たす方）：①市内に住所を有し、かつ居住している方②自ら機器を設置し、
これを適切に管理できる方③生ごみからできた堆肥を自ら適切に活用できる方④過去にこの助成金を受給し
ている場合、機器の購入日を基準として５年を経過している方

※１世帯につき（ア）は１台、（イ）は２台まで。助成は（ア）または（イ）のいずれか一方の機器に限ります。
【注意】必ず購入前に申請書および見積書を提出してください。申請前に購入したものは助成の対象外です。
※申請書は、市民課窓口に用意しているほか、市ホームページからダウンロードできます。
【問い合わせ先】市民課　電話42–2111（内線267）

助成対象機器 助　　成　　金　　額
（ア）電動式生ごみ処理機 購入費の２分の１に相当する額（千円未満切り捨て、上限２万円）
（イ）生ごみ処理容器（コンポスト） 購入費に相当する額（百円未満切り捨て、上限１台あたり３千円）

出す前にチェック　４つの基本
①収集日当日の朝８時30分までに出す。
②「分別の手引き」を確認し、正しく分別する。
③ごみカレンダーで決められた収集日・場所に出す。
④指定袋に地区名、世帯主名を記入して出す。

必ず守ってください
・回収されなかったごみは、排出者の責任で持

ち帰る。
・正しく分別し直してから再度出す。
・他地域のごみは絶対に持ち込まない。
・普段利用している集積箱以外へは出さない。

禁止事項
■空き缶の持ち出しは禁止
　集積箱からの空き缶の持ち出し行為は禁止されています。
　見かけた場合は、車両ナンバーや特徴を控え、速やかに
つがる警察署（電話42–3150）へ連絡してください。
■ごみの野焼きは禁止
　ごみの野焼きは法律で禁止されています。野焼きによる灰
は市では収集しません。

　ごみ集積箱は、市が設置し、自治会等が維持管理
しています。
　大半の地域では「ごみの分け方・出し方」が守ら
れていますが、一部ではルール違反のごみが地域の
困りごとになっています。

◀回収されないごみの見分け方
　回収されず残されたごみには必ず理由の書いた黄色いシールが貼られています。
「黄色いシールが貼られている」
　記載された理由を確認し、排出者が持ち帰り、正しく分別し直して再度出してください。
「黄色いシールが貼られていない」
　・まだ収集していない　・８時30分以降の後出し
※ごくまれに、収集の見落としが発生する場合があります。その際は市民課環境衛生係へご連絡ください。

【問い合わせ先】
市民課　電話42−2111（内線267）

家庭用生ごみ処理機器購入費を助成します

守っていますか？　ごみ出しのルール
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② 交付申請① 見 積 書

④ 薬剤購入

⑤ 領 収 書

③ 交付決定

⑥ 実績報告　⑦ 助成金請求
販売店 自治会等 市役所

市民課

⑧ 助成金交付

五所川原店 フリーダイヤル0120-78-8051　担当090-8188-1165

おそうじ本舗五所川原店おそうじ本舗五所川原店

エアコンの内部をしっかり洗浄する事で、
ニオイや空気をキレイに。
効きが良くなり、省エネ、節電効果も期待できます。

エアコンクリーニング　（壁掛け・お掃除機能付き・天井埋込・室外機）
縦型洗濯機　　浴室　　浴室換気扇　　キッチン　　レンジフードなど

有　料　広　告

現地確認
見積り無料 屋根・外壁の塗り替え

屋根塗装
外壁塗装

屋根の葺き替え
外壁の張り替え

●一般建設業 青森県知事許可(般-29)第400424号

五所川原市七ツ館51-29 お電話は担当 前田まで『増改築相談員のいるお店』

電話は今すぐ、こちらから☞
0173-33-4713アートリフォーム㈱

前田昭仁（写真左）

屋根、外壁リフォーム専門店

◆ホームページは◆
Google

有　料　広　告

【問い合わせ先】市民課　電話42−2111（内線267）

薬剤散布用噴霧器の貸し出しについて
　小規模な散布に利用できる「蓄圧式噴霧器」を個人へ貸し出しますので、下記担当へ申し込みください。

◀規格：タンク容量7㍑、ノズル63～201㌢、ホース長さ５㍍※散布面積目安24～30坪
　※噴霧器のみの貸出となりますので、薬剤は利用者が用意する必要があります。

　野良猫に餌を与えると、その周辺に住みつく猫が増え、糞尿被害などで近隣住民に迷惑がかかります。
　また、栄養状態が良くなることで繁殖が進み、多くの子猫が生まれることにつながります。
　猫は年に２～３回出産し、１回に３～８匹の子猫を産みます。１匹の雌猫から、１年後には20匹以上、２
年後には80匹以上に増える可能性があるといわれています。
　しかし、そのすべてが生きられるわけではありません。交通事故や病気などで命を落とす猫も多くいます。
　こうした不幸な猫を増やさないためにも、野良猫に餌を与えないでください。

　県では、「地域猫活動」を支援しています。

◀支援内容
①地域住民および地域猫活動団体を対象とした説明会の開催
②活動団体が管理する猫の不妊去勢手術（無料）

　地域猫活動団体とは、不妊去勢手術を受けた野良猫について、計画的な世話（餌やり・糞尿の処理など）を
行うボランティアグループです。
　団体の結成には、２世帯以上の参加が必要です。
　活動団体の設立を希望する方は、まず青森県動物愛護センターへご相談ください。
　詳しい内容や申請書様式は、青森県動物愛護センターのホームページ（ＱＲコード）をご確認ください。
【問い合わせ先】
青森県動物愛護センター　電話017−726−6100　〒039−3505　青森市大字宮田字玉水119−1　

　市では、自治会等で行う衛生害虫（アメリカシロヒトリ等）駆除にかかる薬剤購入費の一部を助成しています。

◀対 象 経 費：市内に所在する自治会等が行う衛生害虫駆除の薬剤購入に要する経費

◀交　付　額：１団体１万円を上限とし、予算の範囲内で交付します。

◀申請の流れ：※交付決定前に購入したものは対象外です。必ず購入前に申請書と見積書を提出してください。

野良猫への餌やりはやめましょう

衛生害虫の駆除費用を助成します

飼い主のいない猫の不妊去勢手術支援
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